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無医地区について

「無医地区」とは、
医療機関のない地域で、当該地区の中心的な場所を起点として、お
おむね半径４㎞の区域内に５０人以上が居住している地区であって、
かつ容易に医療機関を利用することができない地区をいう。

（注）
ア この定義でいう「医療機関」とは、病院及び一般診療所をいい、へき地診療所等で定期的に開診されている場合を含む。
（ア）診療日の多少にかかわらず、定期的に開診していれば無医地区とはならない。
（イ）診療所はあるが、医師の不在等の理由から、「休診届」がなされている場合は無医地区として取り扱う。

イ この定義でいう「おおむね半径４㎞の区域」のとり方は地図上の空間距離を原則とするが、その圏内に存在する集落間
が、山、谷、海などより断絶されている場合は分割して差し支えない。

ウ この定義でいう「容易に医療機関を利用することができない」場合とは、夏期における交通事情が次の状況にある場合を
いう。
（ア）地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関がない場合。
（イ）地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関はあるが、１日３往復以下であるか、または
４往復以上であるが、これを利用しても医療機関まで行くために必要な時間（徒歩が必要である場合は徒歩に必要な時間
を含む）が１時間をこえる場合。

（ウ）ただし、上記（ア）または（イ）に該当する場合であっても、タクシー、自家用車（船）の普及状況、医師の往診の状況等に
より、受療することが容易であると認められる場合は除く。（たとえば、道路事情（舗装状況、幅員等）、地理的条件（都市
の郊外的存在）、近在医師の往診が容易である等医療機関がないことについて、住民の不便、不安感がないというような
事情を考慮して判断すること。）
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準無医地区について

「準無医地区」とは、
無医地区には該当しないが、無医地区に準じた医療の確保が必要
な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区
をいう。

（注）
この定義でいう、「各都道府県知事が判断し」とは、無医地区の定義には該当しないが、無医地区として取り扱うべき特殊事情
として次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に、無医地区に準じる地区として適当と認められる地区であるか判断する。

ア 半径４㎞の地区内の人口が５０人未満で、かつ、山、谷、海などで断絶されていて、容易に医療機関を利用することができ
ないため、巡回診療が必要である。
イ 半径４㎞の地区内に医療機関はあるが診療日数が少ないか(概ね３日以下)又は診療時間が短い(概ね４時間以下)ため、
巡回診療等が必要である。
ウ 半径４㎞の地区内に医療機関はあるが眼科、耳鼻いんこう科などの特定の診療科目がないため、特定診療科についての
巡回診療等が必要である。
エ 地区の住民が医療機関まで行くために利用することができる定期交通機関があり、かつ、１日４往復以上あり、また、所要
時間が１時間未満であるが、運行している時間帯が朝夕に集中していて、住民が医療機関を利用することに不便なため、巡
回診療等が必要である。
オ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行されない、又は極端に運行数が少なくなり、住民が不安感を持つため、
巡回診療等が必要である。
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無医地区・準無医地区の増減（H26→R1）

出典：無医地区等調査（平成26年、令和元年）
※無地区等調査は、これまで概ね5年毎に実施。
次回以降は医療計画に合わせて3年毎に変更（次回は令和４年予

定）。

○ 無医地区数は、前回調査（平成26年10月末日：637地区）に比べて36地区減少の601地区と
なっている。
○ 準無医地区数は、前回調査（平成26年10月末日：420地区）に比べて59地区増加の479地区
となっている。

○ 無医地区人口は、前回調査（平成26年10月末日：124,122人）に比べて4,270人増加し、
128,392人となっている。
○ 準無医地区人口は、前回調査（平成26年10月末日：85,301人）に比べて21,572人増加し、
106,873人となっている。

（単位：地区）

区分
H26.10現在
（A）

R1.10現在
（B）

増減（B-A）

純増 区分変更による増 純減 区分変更による減

無医地区数 ６３７ ６０１ ① ５９ ② ３３ ③ △５０ ④ △７８ △３６

準無医地区数 ４２０ ４７９ ⑤ ５５ ⑥ ７８ ⑦ △４１ ⑧ △３３ ５９

合計 １，０５７ １，０８０ １１４ １１１ △９１ △１１１ ２３

（単位：人）

区分
H26.10現在
（A）

R1.10現在
（B）

増減（B-A）

無医地区人口 １２４，１２２ １２８，３９２ ４，２７０

準無医地区人口 ８５，３０１ １０６，８７３ ２１，５７２

合計 ２０９，４２３ ２３５，２６５ ２５，８４２

※①～⑧の内訳は次ページ
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純増 区分変更による増 純減 区分変更による減

無
医
地
区

① ５９ ② ３３ ③ △５０ ④ △７８

準
無
医
地
区

⑤ ５５ ⑥ ７８ ⑦ △４１ ⑧ △３３

無医地区・準無医地区の増減理由（H26→R1）

医療機関への

交通の便が悪く

なった, 28件

47%
医療機関がなく

なった, 24件

41%

報告漏れ, 

5件, 8%

医療機関廃止, 1件, 2% 理由不明, 1件, 2%

眼科巡回診療が

必要になった,19件

34%

要件見直し

11件,20%
医療機関がな

くなった,7件

18%

医療機関への交通の便が悪くなった,
7件

海

な

ど

で

容

易

に

医

療

機

関

を

利

用

で

き

な

い
5
件

報告漏れ, 2件, 3%

診療日時減, 2件, 4% 理由不明, 2件, 4%

13%

9%

要件見直し,15件

４６％地域区分の変更

14件, 42%

前回誤り, 2件, 6%

人口が50人以上になった, 2件, 6%

人口減少, 
55件, 

70%
交通の利便性向上

6件, 8%

理

由

不

明

, 
6
件
, 
8
%

地域区分変更

4件, 5%

容易に医療機関を利用できない, 4件, 5%
整形外科ができて無医地区の要件

を外れた, 2件, 3%

前回誤り, 1件
1%

医療機関への

交通の便が良

くなった, 13件

26%
地域区分の

変更, 11件

22%14%
医療機関が

できた, 7件

人口が50人未満
になった, ７件

見直し, 4件

新規開拓+交通
の便が良くなる,
3件, 6%

人口50人未満+利便性向上, 3件, 6%

自家用車か往診で十分

2件, 4%

14%

8%

医療機関への

交通の便が良

くなった, 14件

34%
地域区分の

変更, 7件

17%人口が50人未満
になった, 6件

医

療

機

関

が

な

く

な

る

,
4
件

見直し,4件

10%

交通手段に問題

なし, 4件

医療機関ができた, 2件, 5%

14%
10%

10%

人口減少, 
55件, 

70%
交通の利便性向上

6件, 8%

理

由

不

明

, 
6
件
, 
8
%

地域区分変更

4件, 5%

容易に医療機関を利用できない, 4件, 5%

整形外科ができて無医地区の要件を外

れた, 2件, 3%

前回誤り, 1件
1%

要件見直し,15件

４６％地域区分の変更

14件, 42%

前回誤り, 2件, 6%

人口が50人以上になった, 2件, 6%

出典：無医地区等調査（令和元年）4



都道府県別、無医地区の増減（H26→R1）
平成26年調査

無医地区数（地区)
令和元年調査

無医地区数（地区）
増減

（地区）
増減比
（％）

（A) （B） （B）ー（A） （B）／（A）
1 北 海 道 89 76 ▲ 13 85.4
2 青 森 県 17 13 ▲ 4 76.5
3 岩 手 県 20 23 3 115.0
4 宮 城 県 14 9 ▲ 5 64.3
5 秋 田 県 9 12 3 133.3
6 山 形 県 0 0 0 －
7 福 島 県 3 3 0 100.0
8 茨 城 県 19 18 ▲ 1 94.7
9 栃 木 県 18 15 ▲ 3 83.3
10 群 馬 県 6 6 0 100.0
11 埼 玉 県 0 0 0 －
12 千 葉 県 0 0 0 －
13 東 京 都 0 0 0 －
14 神 奈 川 県 0 0 0 －
15 新 潟 県 20 17 ▲ 3 85.0
16 富 山 県 10 9 ▲ 1 90.0
17 石 川 県 9 8 ▲ 1 88.9
18 福 井 県 9 8 ▲ 1 88.9
19 山 梨 県 8 7 ▲ 1 87.5
20 長 野 県 13 9 ▲ 4 69.2
21 岐 阜 県 5 8 3 160.0
22 静 岡 県 13 15 2 115.4
23 愛 知 県 23 16 ▲ 7 69.6
24 三 重 県 3 2 ▲ 1 66.7
25 滋 賀 県 3 3 0 100.0
26 京 都 府 13 11 ▲ 2 84.6
27 大 阪 府 0 0 0 －
28 兵 庫 県 9 8 ▲ 1 88.9
29 奈 良 県 9 9 0 100.0
30 和 歌 山 県 20 15 ▲ 5 75.0
31 鳥 取 県 3 2 ▲ 1 66.7
32 島 根 県 21 25 4 119.0
33 岡 山 県 23 21 ▲ 2 91.3
34 広 島 県 54 59 5 109.3
35 山 口 県 7 8 1 114.3
36 徳 島 県 15 11 ▲ 4 73.3
37 香 川 県 5 5 0 100.0
38 愛 媛 県 7 7 0 100.0
39 高 知 県 38 26 ▲ 12 68.4
40 福 岡 県 17 16 ▲ 1 94.1
41 佐 賀 県 0 0 0 －
42 長 崎 県 0 0 0 －
43 熊 本 県 20 20 0 100.0
44 大 分 県 38 39 1 102.6
45 宮 崎 県 14 13 ▲ 1 92.9
46 鹿 児 島 県 6 23 17 383.3
47 沖 縄 県 7 6 ▲ 1 85.7

637 601 ▲ 36 94.3合計

都道府県名
平成26年調査

無医地区人口（人)
令和元年調査

無医地区人口（人）
増減

（人）
増減比
（％）

（E) （F） （F）ー（E） （F）／（E）
1 北 海 道 11,389 10,460 ▲ 929 91.8
2 青 森 県 2,597 1,887 ▲ 710 72.7
3 岩 手 県 5,155 9,210 4,055 178.7
4 宮 城 県 6,308 2,740 ▲ 3,568 43.4
5 秋 田 県 1,137 1,215 78 106.9
6 山 形 県 0 0 0 －
7 福 島 県 1,093 915 ▲ 178 83.7
8 茨 城 県 2,959 4,811 1,852 162.6
9 栃 木 県 9,081 7,453 ▲ 1,628 82.1
10 群 馬 県 945 782 ▲ 163 82.8
11 埼 玉 県 0 0 0 －
12 千 葉 県 0 0 0 －
13 東 京 都 0 0 0 －
14 神 奈 川 県 0 0 0 －
15 新 潟 県 2,900 2,397 ▲ 503 82.7
16 富 山 県 2,232 1,658 ▲ 574 74.3
17 石 川 県 2,740 1,900 ▲ 840 69.3
18 福 井 県 2,338 1,991 ▲ 347 85.2
19 山 梨 県 781 1,552 771 198.7
20 長 野 県 2,205 5,514 3,309      250.1
21 岐 阜 県 841 3,734 2,893 444.0
22 静 岡 県 2,028 3,003 975 148.1
23 愛 知 県 5,207 3,356 ▲ 1,851 64.5
24 三 重 県 1,536 799 ▲ 737 52.0
25 滋 賀 県 436 439 3 100.7
26 京 都 府 2,656 2,716 60 102.3
27 大 阪 府 0 0 0 －
28 兵 庫 県 1,079 1,375 296 127.4
29 奈 良 県 1,835 1,627 ▲ 208 88.7
30 和 歌 山 県 3,469 3,423 ▲ 46 98.7
31 鳥 取 県 264 191 ▲ 73 72.3
32 島 根 県 4,659 6,322 1,663 135.7
33 岡 山 県 5,297 4,555 ▲ 742 86.0
34 広 島 県 7,485 8,611 1,126 115.0
35 山 口 県 1,090 890 ▲ 200 81.7
36 徳 島 県 1,812 1,252 ▲ 560 69.1
37 香 川 県 609 556 ▲ 53 91.3
38 愛 媛 県 798 1,004 206 125.8
39 高 知 県 5,643 3,728 ▲ 1,915 66.1
40 福 岡 県 5,616 4,815 ▲ 801 85.7
41 佐 賀 県 0 0 0 －
42 長 崎 県 0 0 0 －
43 熊 本 県 5,261 4,344 ▲ 917 82.6
44 大 分 県 7,839 7,145 ▲ 694 91.1
45 宮 崎 県 2,673 2,237 ▲ 436 83.7
46 鹿 児 島 県 1,044 6,701 5,657 641.9
47 沖 縄 県 1,085 1,084 ▲ 1 99.9

124,122 128,392 4,270 103.4
※人口が大きく変動しているのは、前回調査（平成26年）において、人口の記載方法に一部誤りがあり過小に報告されていたため

合計

都道府県名

（※）
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都道府県別、準無医地区の増減（H26→R1）
都道府県名

平成26年調査
準無医地区数（地

区)

令和元年調査
準無医地区数（地

区）

増減
（地区）

増減比
（％）

（A) （B） （B）ー（A） （B）／（A）
1 北 海 道 49 57 8 116.3
2 青 森 県 13 17 4 130.8
3 岩 手 県 8 14 6 175.0
4 宮 城 県 5 7 2 140.0
5 秋 田 県 11 7 ▲ 4 63.6
6 山 形 県 8 7 ▲ 1 87.5
7 福 島 県 6 1 ▲ 5 16.7
8 茨 城 県 2 6 4 300.0
9 栃 木 県 8 11 3 137.5
10 群 馬 県 5 6 1 120.0
11 埼 玉 県 2 4 2 200.0
12 千 葉 県 0 0 0 －
13 東 京 都 0 0 0 －
14 神 奈 川 県 0 0 0 －
15 新 潟 県 26 28 2 107.7
16 富 山 県 10 10 0 100.0
17 石 川 県 3 5 2 166.7
18 福 井 県 1 1 0 100.0
19 山 梨 県 12 14 2 116.7
20 長 野 県 18 21 3 116.7
21 岐 阜 県 7 5 ▲ 2 71.4
22 静 岡 県 5 0 ▲ 5 0.0
23 愛 知 県 1 4 3 400.0
24 三 重 県 2 3 1 150.0
25 滋 賀 県 10 10 0 100.0
26 京 都 府 0 3 3 －
27 大 阪 府 0 0 0 －
28 兵 庫 県 15 11 ▲ 4 73.3
29 奈 良 県 6 9 3 150.0
30 和 歌 山 県 14 20 6 142.9
31 鳥 取 県 2 3 1 150.0
32 島 根 県 21 15 ▲ 6 71.4
33 岡 山 県 11 18 7 163.6
34 広 島 県 30 34 4 113.3
35 山 口 県 8 10 2 125.0
36 徳 島 県 4 8 4 200.0
37 香 川 県 11 11 0 100.0
38 愛 媛 県 5 5 0 100.0
39 高 知 県 12 17 5 141.7
40 福 岡 県 7 7 0 100.0
41 佐 賀 県 1 1 0 100.0
42 長 崎 県 7 7 0 100.0
43 熊 本 県 2 2 0 100.0
44 大 分 県 9 11 2 122.2
45 宮 崎 県 8 8 0 100.0
46 鹿 児 島 県 35 21 ▲ 14 60.0
47 沖 縄 県 0 20 20 －

420 479 59 114.0合計

平成26年調査
準無医地区人口

（人)

令和元年調査
準無医地区人口

（人）

増減
（人）

増減比
（％）

（E) （F） （F）ー（E） （F）／（E）
1 北 海 道 2,731 2,715 ▲ 16 99.4
2 青 森 県 2,091 2,091 0 100.0
3 岩 手 県 6,534 11,851 5,317 181.4
4 宮 城 県 1,029 974 ▲ 55 94.7
5 秋 田 県 714 123 ▲ 591 17.2
6 山 形 県 984 346 ▲ 638 35.2
7 福 島 県 200 15 ▲ 185 7.5
8 茨 城 県 38 200 162 526.3
9 栃 木 県 1,893 1,816 ▲ 77 95.9
10 群 馬 県 3,807 3,228 ▲ 579 84.8
11 埼 玉 県 152 188 36 123.7
12 千 葉 県 0 0 0 －
13 東 京 都 0 0 0 －
14 神 奈 川 県 0 0 0 －
15 新 潟 県 5,039 4,202 ▲ 837 83.4
16 富 山 県 916 1,683 767 183.7
17 石 川 県 677 1,417 740 209.3
18 福 井 県 16 13 ▲ 3 81.3
19 山 梨 県 2,193 1,937 ▲ 256 88.3
20 長 野 県 1,659 2,226 567 134.2
21 岐 阜 県 408 133 ▲ 275 32.6
22 静 岡 県 171 0 ▲ 171 0.0
23 愛 知 県 25 5,757 5,732 23028.0
24 三 重 県 397 359 ▲ 38 90.4
25 滋 賀 県 1,708 1,423 ▲ 285 83.3
26 京 都 府 0 122 122 －
27 大 阪 府 0 0 0 －
28 兵 庫 県 8,121 6,231 ▲ 1,890 76.7
29 奈 良 県 125 181 56 144.8
30 和 歌 山 県 295 441 146 149.5
31 鳥 取 県 84 118 34 140.5
32 島 根 県 2,651 3,150 499 118.8
33 岡 山 県 6,035 8,646 2,611 143.3
34 広 島 県 4,349 3,861 ▲ 488 88.8
35 山 口 県 1,306 1,060 ▲ 246 81.2
36 徳 島 県 287 413 126 143.9
37 香 川 県 5,083 4,508 ▲ 575 88.7
38 愛 媛 県 4,482 3,478 ▲ 1,004 77.6
39 高 知 県 252 635 383 252.0
40 福 岡 県 1,845 1,089 ▲ 756 59.0
41 佐 賀 県 63 55 ▲ 8 87.3
42 長 崎 県 622 491 ▲ 131 78.9
43 熊 本 県 167 127 ▲ 40 76.0
44 大 分 県 1,247 1,800 553 144.3
45 宮 崎 県 3,522 396 ▲ 3,126 11.2
46 鹿 児 島 県 11,383 7,883 ▲ 3,500 69.3
47 沖 縄 県 0 19,491 19,491 －

85,301 106,873 21,572 125.3

都道府県名

合計 6



無医地区数及び無医地区人口の推移（S41→R1）

出典：無医地区等調査（平成6年～令和元年）

※無医地区とは、医療機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点として概ね半径4Kmの区域内に人口50人以上が居住している地域であって、かつ、
容易に医療機関を利用することができない地区

○ 全国の無医地区※は、へき地診療所の開設、人口減少等の様々な要因により減少傾向にある。
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準無医地区数及び準無医地区人口の推移（S41→R1）

出典：無医地区等調査（平成6年～令和元年）

※準無医地区とは、無医地区には該当しないが、無医地区に準じ医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議
し適当と認めた地区

○ 全国の準無医地区※は、無医地区に該当しなくなった地区が準無医地区に指定される事例が
多いため、増加傾向にある。
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無医地区・準無医地区の推移

調査年月日 無医地区 準無医地区 合計

地区数 人口 地区数 人口 地区数 人口

S41.4.1 2,920 1,191,312 - - - -

S46. 1.30 2,473 884,844 - - - -

S48. 5.10 2,088 767,340 - - - -

S53.10. 9 1,750 504,819 - - - -

S59.11.30 1,276 319,796 - - - -

H1.7.30 1,088 285,034 - - - -

H 6. 9.30 997 236,193 310 113,072 1,307 349,265

H11. 6.30 914 203,522 302 76,701 1,216 281,237

H16.12.31 787 164,680 367 105,495 1,154 270,175

H21.10.31 705 136,272 371 83,189 1,076 219,461

H26.10.31 637 124,122 420 85,301 1,057 209,423

R1.10.31 601 128,392 479 106,873 1,080 235,265

○ 全国の無医地区数は、へき地診療所の開設、人口減少（※）等の様々な要因により減少傾向にある。
○ 全国の無医地区人口は、全体としては減少傾向にあるが、R1においては無医地区となった地区の人口が比較的
多かったため微増となった。

○ 全国の準無医地区数は、無医地区に該当しなくなった地区が準無医地区に指定される事例（※）が多いため、
増加傾向にある。

※ 無医地区は人口50人以上の指定要件があるため、人口減少などにより50人を下回った場合は無医地区ではなくなる。ただし、無
医地区と同等の支援が必要であると都道府県知事が判断した場合は厚生労働大臣の協議の上、準無医地区として指定することができ、
無医地区と同等の支援が受けられる。

9


